
中小企業消費税軽減税率対策事業
平成30年度第２次補正予算案額 560.6億円

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

成果目標
消費税軽減税率制度の実施に向けた中小企業・小規模事業者
の準備を支援し、消費税軽減税率制度の円滑な導入を図ります。

消費税軽減税率制度の実施に当たっては、小売業や卸売業等の中
小企業・小規模事業者にとって、納税事務や商品管理における事務
負担の増大が見込まれます。

消費税軽減税率制度を円滑に実施するため、制度への対応が必要と
なる中小企業・小規模事業者等が、複数税率対応レジの導入や電子
的受発注システムの改修等を行うことを支援しています。

平成27年度予備費により中小機構に造成された基金について、現在
の補助金申請状況を踏まえて必要な積み増しを行います。

基金造成
（積み増し）

国
独立行政法人
中小企業基盤
整備機構

中小企業・
小規模
事業者等

中小企業庁 財務課
03-3501-5803

１．複数税率対応レジの導入等の支援

２．受発注システムの改修等の支援

• 複数税率に対応するレジの新規導入や、既存レジの複数税率対応のための改
修を支援します（レジには、POS機能のないレジ、モバイルPOSレジシステム、
POSレジシステムなどを含みます。）。

• レジの付属機器、商品マスタの設定費、レジの設置に要する経費等を補助対象
とします。

• 既に補助金申請を行った事業者が、レジの設置時とは別に行う商品マスタの設
定等の費用を補助対象とします。

• 電子的な受発注システム（EDI/EOS等）等を利用する事業者が、複数税率
に対応するために必要となる機能の改修・入替を支援します。

• 電子的な受発注システムの改修とともに、区分記載請求書等保存方式に対応
するために請求書管理機能の改修を行う場合の費用を補助対象とします。

3．請求書作成システムの導入・改修等の支援
• 区分記載請求書等保存方式に対応するために必要となる請求書等の作成に
係るシステムの開発・改修やパッケージ製品等の導入に要する経費を補助対象
とします。

補助
（3/4等）



消費税軽減税率対策費補助金

【小売段階の支援：A型】
＜複数税率対応レジの導入等支援＞
対象者：
複数税率に対応して区分経理等を行う必要が
ある中小の小売事業者等

補助率：原則 ３／４
※３万円未満のレジ購入の場合 ４／５補助

補助上限：１台あたり20万円
※商品マスタの設定が必要な場合には上記にプラス

20万円で上限40万円

【流通段階の支援：B型】
＜受発注システムの改修等支援＞
対象者：
軽減税率制度の導入に伴い電子的に受発注を
行うシステムの改修等を行う必要がある中小の小
売事業者、卸売事業者等

補助率：３／４

補助上限：1000万円（発注システム）
150万円（受注システム）

中小の小売事業者等に対するレジの導入・システム改修等支援

※補助事業を超える分について、日本政策金融公庫等の低利融資が利用可能(特別利率③(基準金利－0.9％))
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 消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の
方々が、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行うにあたって、その経
費の一部を補助。
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